
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□ 収入が給与のみで確定申告の義務が無く、確定申告をしても所得税が還付にならない方のうち、
給与所得の源泉徴収票に記載された所得控除以外に所得控除の追加または修正がある方

□ 公的年金等（障害年金・遺族年金除く）があり、２頁「公的年金等受給の方の申告チェック表」の
「市民税・道民税の申告が必要です」に該当する方

□ 給与及び年金以外の収入があり、確定申告の義務が無い方
※ 確定申告の義務があるか不明な場合は、税務署にお問合せください。

令和８年度 市民税・道民税申告の手引き
申告書は「令和７年度 市民税・道民税申告書」を提出した方や、以前に申告書の送付を希望された方等にお送りしています。

申告が必要な方

以下のいずれかに該当する方は、市民税・道民税の申告が必要です。

申告書の提出方法等については、別紙「令和８年度 市民税・道民税 申告受付の御案内」を御覧ください。

なお、確定申告をする場合は、市民税・道民税の申告は必要ありません。

収入のある方（次のいずれかに該当する方）

２頁へ

提出期限 令和８年３月16日（月）

【！】
障害年金・遺族年金・雇用保険・各種手当等は

非課税所得のため収入とはみなされません。

□ 国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方（保険料算定のため）
□ 所得証明書等を取得する予定の方（社会保険や扶養手当申請、学校や幼稚園・保育所の各種手続等）
□ 所得の確認を要件とする各種社会保障制度を受けている方（児童扶養手当等）

収入のない方（次のいずれかに該当する方）

申告に必要なもの

● 収入のない方は④～⑧の書類は不要です。

● ③～⑧の書類は、それぞれ控除を受ける場合のみ必要となります。

● ④〈収支内訳書〉、⑧〈寄附金税額控除申告書〉は、申告会場（本会場及び出張会場）・各支所・東部まちづくりセン

ターに据え置くほか、御希望の場合は郵送します。

【！】郵送または申告受付ポストで提出する場合

（★）の書類 原本を提出してください。

② ～ ⑧の書類 コピーを提出してください。

①（★）市民税・道民税申告書
② マイナンバーカード（またはマイナンバー確認書類と免許証・保険証等の本人確認書類）
③〈障害者控除〉障害者手帳：身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

障害者控除認定書：介護保険課介護認定係にて認定基準を満たしている場合に発行される認定書
④ 収入の確認できる書類

◆ 給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、個人年金や生命保険満期保険金の支払調書
◆ 営業、農業または不動産収入の場合は、収入及び必要経費のわかる収支内訳書・その他帳簿類

⑤〈社会保険料控除〉国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等の領収書等
※ 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の支払金額の確認書類について

◆ 納付書で納付の方で領収書がない場合、次の各窓口等で納付証明書を取得できます。
〈国民健康保険料〉 総合庁舎３階（窓口：税２）または各支所・東部まちづくりセンター
〈後期高齢者医療保険料〉総合庁舎２階（窓口：１１）
〈介護保険料〉 総合庁舎２階（窓口：１４）

◆ 口座振替されている方は、旭川市から口座振替済通知のハガキが届きます。
⑥〈生命保険料控除〉生命保険料控除証明書

※ 加入している場合は保険会社から届きます。
〈地震保険料控除〉地震保険料控除証明書

⑦〈医療費控除〉医療費控除明細書・生命保険や高額医療制度等による補填額の確認書類
〈セルフメディケーション税制〉セルフメディケーション税制明細書・健康診断や予防接種の領収書等

医療費控除明細書・セルフメディケーション税制明細書の作成方法は６頁参照
⑧〈寄附金税額控除〉（★）寄附金税額控除申告書・寄附金の領収書

※ ふるさと納税ワンストップ特例申請をした方でも、市民税・道民税の申告をする場合は提出が必要です。

申告会場の混雑緩和のため、郵送または申告受付ポストによる提出に御協力ください！【お願い】

問合せ先
〒070-8525 旭川市７条通９丁目４８番地

旭川市税務部市民税課 （直通）２５ー５７８６

マイナンバーカードを利用した電子申告が便利です！

詳しくは、別紙のリーフレットを御覧ください。

公的年金等受給の方の申告チェック表 ―下表「源泉徴収票の見方」参照―

下表〈ア〉の公的年金等の収入金額（受給している年金が２カ所以上ある場合はその合計額）が400万円以下

公的年金等以外の所得金額が２０万円以下

下表〈イ〉の所得税が源泉徴収されている

所得税額を計算すると

源泉徴収された額より低い（還付になる）

※ 所得税の計算方法は税務署へお問い合わせください

収入は公的年金のみであり
収入金額が次のとおりである

65歳以上の方：151万5千円以下
65歳未満の方：101万5千円以下

※ 令和８年１月１日時点の年齢

年金以外に、営業・農業・不動産・利子・配当・その他雑収入・譲渡・一時所得がある

下表〈ウ〉の内容に変更がある
源泉控除対象配偶者の有無・扶養親族及び障害者控除の人数の変更等

下表〈エ〉の内容に変更がある
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の追加

その他控除の追加がある
生命保険料・地震保険料・医療費控除等

お住まいの住所管轄の税務署へ

所得税の確定申告をしてください

※ 市民税・道民税の申告は不要です
市民税・道民税の申告が必要です

申告に必要なもの ⇒１頁参照
申告書の書き方 ⇒４頁～６頁参照

市民税・道民税の申告は
不要です

いいえ

いいえ

はい

はい

はい いいえ

いいえ いいえはい

はい いいえ

はい

いいえはい

源泉徴収票の見方
※ 概ね令和８年１月以降、年金支払者（日本年金機構・共済等）より届きます。

個人番号

生年
月日

明治 大正 昭和 平成 令和

氏名 年 月 日

区分 支払金額 源泉徴収税額

所得税法第203条の3第1号・第4号適用分 千 円 千 円

所得税法第203条の3第2号・第5号適用分 千 円 千 円

所得税法第203条の3第3号・第6号適用分 千 円 千 円

所得税法第203条の3第7号適用分 千 円 千 円

本 人 源泉控除対象配偶者の有無等 控除対象扶養親族の数 16歳未
満の扶
養親族
の数

障害者の数 非居住
者であ
る親族
の数

社会保険料の額特別
障害者

その他の
障害者

ひと
り親

寡婦 一般 老人 特定 老人 その他 特別 その他

人 人 人 人 内 人 人 人 千 円

源泉控除対象配偶者 控除対象扶養親族 16歳未満の扶養親族
ﾌﾘｶﾞﾅ 区分 配偶者の合計所得 ﾌﾘｶﾞﾅ 区分 ﾌﾘｶﾞﾅ 区分

氏名 円 1 氏名 1 氏名

個人番号 58万円以下 個人番号 個人番号

（摘要） ﾌﾘｶﾞﾅ 区分 ﾌﾘｶﾞﾅ 区分

2 氏名 2 氏名

個人番号 個人番号

法人番号

令和７年分 公的年金等支払報告書

〈ア〉年金の収入金額
〈イ〉年金から源泉された所得税

〈ウ〉源泉控除対象配偶者・扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除

年金支払者に提出した「扶養親族等の申告書」の内容

市民税・道民税・森林環境税の税額計算

※ 地方税法等の改正により、一部変更が生じる場合があります。

収

入

金

額

必 要
経 費

所

得

金

額

所 得
控 除

（
課
税
所
得
金
額
）

課
税
標
準
額

税 額 控 除 額

配 当 割 額

株式等譲渡所得割額

差引所得割額

均等割額
市民税 3,000円
道民税 1,000円

森林環境税額(国税)
1,000円

必要経費
給与所得控除
公的年金等控除
所得金額調整控除

申告書「 5 所得から差し引かれる
金額 」の「合計」欄に記載のもの

算出所得割

算出所得割から各種税額控除を
差し引き差引所得割額を算出
詳しくは市民税課までお問い合わ
せください

年 税 額

×

税

率
10
％

市
民
税
６
％

＋

道
民
税
４
％ ＋



※ 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります

★非課税早見表

扶養親族の人数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人

合計所得金額
森 林 環 境 税 ～415,000円 ～919,000円 ～1,234,000円 ～1,549,000円 ～1,864,000円

市民税・道民税 ～420,000円 ～930,000円 ～1,250,000円 ～1,570,000円 ～1,890,000円

次のいずれかに該当する方は
合計所得金額135万円以下の場合
均等割額・所得割額・森林環境税はかかりません

□ 未成年者（平成20年１月３日以後生）
□ 障害をお持ちで、手帳等の交付を受けている
□ 寡婦またはひとり親

所得の計算について

収入の種類（詳細は６頁参照） 所得の算出方法

給与・公的年金等 「〈給与収入〉と〈公的年金等収入〉の所得金額の算出方法」を参照

営業・農業・不動産・利子・配当・雑（公的年金等以外） 収入金額等から各々必要経費を差し引いた金額

総合譲渡所得（短期・長期）・一時所得
収入金額ー必要経費ー特別控除（上限50万円）

×１/２（長期譲渡・一時のみ）

〈給与収入〉と〈公的年金等収入〉の所得金額の算出方法
〈給与収入〉：下表「◆〈給与所得〉速算表」にて給与所得控除後の金額を算出
〈公的年金等収入〉：下表「◇〈公的年金等所得〉速算表」にて公的年金等に係る雑所得の金額を算出

◆〈給与所得〉速算表 （１円未満切捨て）

給与収入（Ａ） 給与所得控除

650,999 0

651,000～1,899,999 Ａ－650,000

1,900,000～3,599,999 Ａ÷4＝Ｂ
（千円未満
切捨て）

Ｂ×2.8－ 80,000

3,600,000～6,599,999 Ｂ×3.2－440,000

6,600,000～8,499,999 Ａ×0.9－1,100,000

8,500,000～ Ａ－1,950,000

◇〈公的年金等所得〉速算表 （１円未満切捨て）

年齢 年金収入（Ａ） 公的年金等所得

65歳以上 ～3,299,999円 A －1,100,000円

3,300,000円
A×0.75－275,000円昭和36年1月1日

以前生まれ ～4,099,999円

65歳未満 ～1,299,999円 A －600,000円

1,300,000円
A×0.75－275,000円昭和36年1月2日

以後生まれ ～4,099,999円

※ 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が
1,000万円を超える場合は、計算式が異なります。

〈所得金額調整控除〉
適用条件 所得金額調整控除の額

〈ア〉
給与収入が850万円を超え、本人、同一生計配偶者若しくは扶
養親族のいずれかが特別障害である場合、または平成15年1月
2日以後生の扶養親族がいる場合

（給与収入または1,000万円のいずれか低い金額－850万円）×10％
※１円未満切上げ

〈イ〉
〈給与所得〉と〈公的年金等所得〉があり、給与所得控除後の
金額と公的年金等所得金額の合計額が10万円を超える場合

給与所得控除後の金額 公的年金等所得金額
または10万円の ＋ または10万円の － 10万円
いずれか低い金額 いずれか低い金額

上表「◆〈給与所得〉速算表」で算出した金額が給与所得となります。

★下表「〈所得金額調整控除〉」の適用条件〈ア〉及び〈イ〉に該当しない場合

上表「◆〈給与所得〉速算表」で算出した金額から所得金額調整控除の額を控除した金額が給与所得となります。

（※〈ア〉及び〈イ〉いずれも該当する場合は、ともに控除する）

★下表「〈所得金額調整控除〉」の適用条件〈ア〉または〈イ〉に該当する場合

（１） （２） （３）

はい

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〈エ〉社会保険料控除

年金から差し引かれた国民健康保険料
介護保険料・後期高齢者医療保険料の合計額



所得から差し引かれる金額

Ａ 社会保険料控除

令和７年中に
支払った

健康保険（任意継続含む）・国民健康保険・後期高齢者医療保険

介護保険・国民年金等の保険料

※ 配偶者や扶養親族の公的年金等から差し引かれた保険料は対象外

支払金額

Ｂ
小規模企業共済等

掛金控除
小規模企業共済（旧第２種共済契約除く）・心身障害者扶養共済等の掛金 支払金額

Ｃ 生命保険料控除 一般生命保険・個人年金保険または介護医療保険の保険料 ６頁参照

Ｄ 地震保険料控除 地震保険または旧長期損害保険契約の保険料 ６頁参照

Ｅ

寡婦控除
▼婚姻と扶養の状況
令和７年12月31日時点で
現況判定
同時にひとり親控除の適用
は受けられません

合計所得金額
500万円以下
の女性

次のいずれかに該当する方

■ 夫と離婚後、婚姻しておらず、子以外の扶養親族を有している

※ 扶養親族は令和７年中の合計所得金額58万円以下の方に限る

■ 夫と死別（生死不明・未帰還含む）後、婚姻していない

２６万円

Ｆ

ひとり親控除
▼婚姻と扶養の状況
令和７年12月31日時点で
現況判定
同時に寡婦控除の適用は受
けられません

婚姻していない（配偶者の生死不明含む）方のうち、すべての条件を満たす方

■ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと

■ 合計所得金額が500万円以下であること

■ 総所得金額が58万円以下で生計を一にする子がいること

※ 他の人の同一生計配偶者や扶養親族とされていない人に限る

３０万円

Ｇ 勤労学生控除 本人が学生・生徒であり、合計所得金額85万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の方 ２６万円

Ｈ

障害者控除
▼障害の状況
令和７年12月31日時点で
現況判定

■ 本人・生計を一にする配偶者または扶養親族が精神や身体に障害があり、手帳等の交付を受けている方

■ 介護保険課より「障害者控除対象者認定書」の交付を受けている方

普通障害 特別障害に該当する等級以外 ２６万円

特別障害 身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級等 ３０万円

同居特別障害 同居の控除対象配偶者・同一生計配偶者または扶養親族が特別障害に該当 ５３万円

Ｉ

配偶者控除
▼扶養の状況
令和７年12月31日時点で
現況判定
※ 配偶者が死亡の場合は

死亡時の現況で判定

令和7年中の合計所得金額が58万円以下の配偶者を扶養している方

控除区分
本人（申告者）の合計所得金額

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下

控除対象配偶者 （昭和31年１月２日生～） ３３万円 ２２万円 １１万円

老人控除対象配偶者（～昭和31年１月１日生） ３８万円 ２６万円 １３万円

Ｊ

配偶者特別控除
▼適用条件
★本人（申告者）の合計
所得金額1,000万円以下

配偶者の合計所得金額
本人（申告者）の合計所得金額

配偶者の合計所得金額
本人（申告者）の合計所得金額

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

58万円超 100万円以下 33万円 22万円
11万円

115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円

100万円超 105万円以下 31万円 21万円 120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円

★配偶者の合計所得金額
58万円超～135万円以下

105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円 125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円

110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円 130万円超 135万円以下 3万円 2万円 1万円

Ｋ

Ｚ

控除対象扶養親族
▼扶養の状況
令和７年12月31日時点で
現況判定
※ 扶養親族が死亡の場合

は死亡時の現況で判定

令和７年中の合計所得金額が58万円以下の者を扶養している方（生計を一にする配偶者を除く）
※ 別居の扶養親族がいる場合は、申告書裏面「９ 別居の扶養親族等に関する事項」も要記入

一般扶養親族
平成19年１月２日生 ～ 平成22年１月１日生

昭和31年１月２日生 ～ 平成15年１月１日生
３３万円

特定扶養親族 平成15年１月２日生 ～ 平成19年１月１日生 ４５万円

老人扶養親族 ～ 昭和31年１月１日生 ３８万円

同 居 老 親 等 ※ 老人扶養親族のうち本人または配偶者の両親・祖父母等かつ同居を常況 ４５万円

年少扶養親族 平成22年1月2日生 ～ 16歳未満の扶養親族…申告書「16」欄へ○要記入 －

Ｌ

特定親族特別控除
▼適用条件
※ 生計を一にする
控除対象扶養親族以外の特
定親族を有する場合

※ 申告書「特親」欄へ○、「控除額」欄へ下表の控除額も要記入

特定親族の合計所得金額 特定親族の合計所得金額

58万円超 95万円以下 ４５万円 110万円超 115万円以下 １１万円

95万円超 100万円以下 ４１万円 115万円超 120万円以下 ６万円

★特定親族
平成15年１月２日～
平成19年１月１日生

100万円超 105万円以下 ３１万円 120万円超 123万円以下 ３万円

105万円超 110万円以下 ２１万円 123万円超 －

Ｍ 基礎控除 合計所得金額

～ 2,400万円以下 ４３万円

2,400万円超 ～ 2,450万円以下 ２９万円

2,450円万超 ～ 2,500万円以下 １５万円

2,500万円超 ～ ※ 人的調整控除適用なし －

（４） （５） （６）

申告書見本

Ｎ 雑損控除
令和７年中に、災害や盗難などにより日常生活に必要な資産に損害を受けた場合は、申告書裏面「12」へ記入

損害金額ー保険等の補填金額ー総所得金額等の10%（災害の場合：災害関連支出ー5万円と左記のいずれか多い方の金額）

Ｏ

医療費控除

同時に医療費控除の特例は
受けられません

令和７年中に、本人または生計を一にする配偶者・その他親族のために支払った医療費が一定金額以上の場合

支払った 保 険 金 等 で 総所得金額の5％（1円未満切捨て）
－ －

医 療 費 補填される金額 または10万円のいずれか少ない方の金額
※ 控除限度額

２００万円

※ 介護施設は、領収書に明記されている「医療費控除対象額」のみが対象

医療費控除の特例
（セルフメディケーション税制）

同時に医療費控除は受けら
れません

本人が健康保持促進及び疾病予防として一定の取組を行った場合に限り、本人や生計を一にする配偶者・その他

親族のために令和７年中に支払った対象医薬品の購入費が12,000円を超える場合

支払った対象医薬品の 保険金等で
－ － 12,000円

合計金額 補填される金額
※ 控除限度額
８８，０００円

所得から差し引かれる金額

























収入金額等

事

業

〈ア〉 営業等
卸売業・小売業・飲食店業・製造業・建設業・金融業・運輸業・修理業
サービス業・外交員・ホステス・内職 等の農業以外の事業から生じる収入

〈イ〉 農 業 田・畑等から生じる収入

〈ウ〉 不 動 産 貸家・貸地・貸間・貸駐車場等から生じる収入

〈エ〉 利 子 支払を受けた利子のうち、源泉分離課税の適用を受けていない利子の合計

〈オ〉 配 当 法人から受けた利益配当・公募証券投資信託の収益分配等の配当の合計

〈カ〉 給 与 給与（アルバイト・パート含む）・賞与等の合計

雑

公 的
〈キ〉

年金等
厚生年金・国民年金・共済年金・確定給付企業年金・恩給等の合計

〈ク〉 業 務 原稿料・講演料・ネットオークション等の個人取引・暗号資産売却等の副収入

〈ケ〉 その他 生命保険の年金（個人年金）・互助年金・その他上記以外の収入

総合
譲渡

〈コ〉 短 期 機械・自動車などの資産譲渡（土地・建物等の分離課税対象を除く）による収入
特別控除額：（短期合わせて）上限50万円〈サ〉 長 期

〈シ〉 一 時 生命保険満期受取金・賞金・懸賞当選金等の一時収入 特別控除額：上限50万円

所得金額

① ～ ⑦
収入金額等〈ア〉～〈ケ〉の収入金額から各々必要経費を差し引いた金額
※ 給与・公的年金等の算出方法は３頁参照

⑧
｛収入金額等〈コ〉～〈シ〉ー必要経費ー特別控除上限50万円｝×1/2（長期譲渡・一時のみ）
※ 申告書裏面「8 総合譲渡所得・一時所得に関する事項」にも要記入

〈新 契 約〉 〈旧 契 約〉

支払保険料〈①〉 控 除 額 支払保険料〈②〉 控 除 額

～12,000円 ①の金額 ～15,000円 ②の金額

12,001円～32,000円 ①×１/２＋ 6,000円 15,001円～40,000円 ②×１/２＋ 7,500円

32,001円～56,000円 ①×１/４＋14,000円 40,001円～70,000円 ②×１/４＋17,500円

56,001円～ 28,000円〈上限額〉 70,001円～ 35,000円〈上限額〉

生命保険料控除額〔一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料〕（1円未満切上げ）

★
簡
易
計
算
表

一般生命保険料の計 個人年金保険料の計 介護医療保険料の計

新契約 Ａ 円 新契約 Ｃ 円 新契約 Ｅ 円

旧契約 Ｂ 円 旧契約 Ｄ 円
Ａの保険料を〈①〉に当
てはめて計算した金額 ア

〈上限28,000円〉 Ｃの保険料を〈①〉に当
てはめて計算した金額 オ

〈上限28,000円〉

Ｂの保険料を〈②）に当
てはめて計算した金額 イ

〈上限35,000円〉 Ｄの保険料を〈②〉に当
てはめて計算した金額 カ

〈上限35,000円〉

計（ア＋イ） ウ
〈上限28,000円〉

計（オ＋カ） キ
〈上限28,000円〉

イとウ
いずれか大きい金額 エ カとキ

いずれか大きい金額 ク Ｅの保険料を〈①〉に当
てはめて計算した金額 ケ

〈上限28,000円〉

生命保険料控除額（エ＋ク＋ケ）〈上限：70,000円〉 円

地震
保険料

支払保険料〈Ａ〉 控 除 額
旧長期
損害

保険料

支払保険料〈Ｂ〉 控 除 額

～50,000円 Ａ×1/2 ～ 5,000円 Ｂの金額

50,001円～ 25,000円〈上限額〉 5,001円～15,000円 Ｂ×1/2＋2,500円

15,001円～ 10,000円〈上限額〉

地震保険料控除 （1円未満切上げ）

※ 地震保険料と旧長期損害保険料の両方の適用を受ける場合には、
各保険料控除額の合計額を地震保険料控除とする〈上限額：25,000円〉

氏名 病院・薬局名
〈医療費控除〉：通院・入院・薬代等
〈セルフメディケーション税制〉：

医薬品の名称を記載
支払額

高額療養制度や生命
保険による補填金額

旭川 太郎 〇〇病院 診察・入院 200,000円 20,000円

旭川 花子 ◇◇薬局 医薬品購入 2,000円 －

医療費控除・セルフメディケーション税制明細書
以下を参考に作成してください（メモ用紙で構いません）

※ 一般生命保険料・個人年金保険料について、〈新契約〉・〈旧契約〉の両方の適用を受ける場合には、
それぞれの控除額の合計額を一般生命保険料控除・個人年金保険料控除とする〈上限額：28,000円〉
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